
地域主体型交通の運賃改定について 

 

改定の趣旨 

  現在市内３地区（宇仁地区、富田地区、日吉地区）において、公共交通空白地に住む住

民の移動を支えるため、地域が主体となり自家用有償旅客運送事業を実施している。 

同３地区については、加西市公共交通活性化協議会において「一乗車 200 円」（日吉地

区乗り合いタクシーは、「未就学児は無料」。）と対価を調えて運行を開始。その後、住民

サービスの向上、利用者の拡大を目指し、回数券の発行や未就学児の運賃無料化、宇仁ふ

れあいバスについては小児運賃を半額にするといった取組を実施しているが、実施にあ

たって協議が調えられておらず、登録内容と実際の運賃体系に差異が生じていた。 

  そのため、以下の改定を行い、実態に合わせた運賃体系に是正したい（下表参照）。 

  ・宇仁ふれあいバスについては、小児運賃を 100 円、未就学児を無料とする規定を加

え、回数旅客運賃を設定する。 

  ・日吉地区乗り合いタクシー、とみバスについては、回数旅客運賃の設定をする。 

 

 また、とみバスについては、新たに小児運賃 100 円とする対価規定を設ける。 

 

（表） 

※運行名称の（ ）内は、運営主体名を記載 

運行名称 改定後 改定前 

宇仁ふれあいバス 

（宇仁郷まちづくり

協議会） 

・一乗車 200 円 

ただし、小児 100 円、未就学児は無

料とする。 

・回数旅客運賃の設定（200 円券 11

枚綴を 2,000 円で販売。） 

一乗車 200 円 

日吉地区乗り合いタ

クシー 

（NPO 法人日吉の

輪） 

・一乗車 200 円 

ただし、未就学児は無料とする。 

・回数旅客運賃の設定（200 円券 11

枚綴を 2,000 円で販売。） 

一乗車 200 円 

ただし、未就学児は無料と

する。 

とみバス 

（富田まちづくり協

議会） 

・一乗車 200 円 

（新規）ただし、小児 100 円、未就

学児は無料とする。 

・回数旅客運賃の設定（200 円券 11

枚綴を 2,000 円で販売。） 

一乗車 200 円 
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